
 

他自治体を参考した新た࡞手続の導入ࡘい࡚㸦案㸧 
 

㸯．事後調査係る手続の充実 

事後調査ࠊࡣ事業ࡢ実施前行う環境影響評価࠾けࡿ調査ࠊ予測及び評価ࡢ不確実性を補う

ࡇࡿ点࡛㔜要࡛あࡿࡍࡽ配慮状況を明ࡢ環境保全ࡢ事業者ࡿけ࠾事業着手後ࠊࡶ

導入手続を積極的ࡢ௨ୗࠊࡵ含ࡶ手続ࡿい࡚ࢀࡉ導入࡛ࡳࡢ都道府県・政௧市ࡢ少数ࠊࡽ

 ࠋࡿ充実をᅗࡢ手続ࠊࡋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※ 評価書記載ࡢ事後調査計⏬ࡽ変更࡞ࡀくࠊࡘࠊ評価書公告後長期間を経ࡎ着手ࡿࡍ 

場合ࠊ࡞計⏬書ࡢ作成を要࡞ࡋい場合を規定ࠋࡿࡍ 

࠙参考ࠚ現行の県条例࠾ける事後調査係る手続㸦条例第 32 条ࠊ規則第 53 条㸧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸰．第㸰種事業㸦法・条例㸧判定࠾ける技術委員会らの意見聴取 

法及び条例ࡢ第㸰種事業ࡢ判定手続࠾い࡚ࠊ必要応࡚ࡌ長㔝県環境影響評価技術委員会

㸦13ࠋࡿ設け規定を新たࡿࡁ࡛ࡀ意見聴ྲྀࡢࡽ 県・㸰政௧市࡛導入㸧 
 

㸱．法対象事業対する条例手続等の適用 

法ࡣ法対象事業ࡢ条例規定ࡢ適用を認࡚ࡵいࡿ㸦法第 61 条㸧ࠊࡽࡇ条例対象事業ࡾࡼ

規模ࡢ大ࡁい法対象事業対ࠊ࡚ࡋ法ࡢ趣旨反࡞ࡋい範ᅖ࡛௨ୗࡢ条例手続等を適用ࠋࡿࡍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

資料㸱 

㸦㸯㸧環境影響評価書公告後の手続㸦36 都府県・13 政௧市࡛導入㸧 

ア 事業着手の知事及び関係市⏫村長の通知㸦条例第 31 条㸧 

イ 施工状況等報告書、事後調査報告書及び対象事業完了報告書の作成知事及び関係市⏫村 

長の送付㸦条例第 32 条㸧 

㸦㸰㸧事業実施状況等の報告及び立入調査等㸦31 都府県・11 政௧市࡛導入㸧 

ア 対象事業や手続の実施状況等係る報告、資料の提出及び調査の実施㸦条例第 42 条㸧 

イ 必要࡞手続を行わ࡞い場合の勧告及び当該勧告従わ࡞い場合の公表㸦条例第 43 条㸧 

㸦㸱㸧今回の条例改正࡛新設する手続等 

 ア 配慮書対する知事意見を述る場合の技術委員会の意見聴取㸦࡛きる規定㸧 

 イ 知事意見を述る場合の長野県環境影響評価技術指針の配慮 

 ウ 法基࡙く事後調査報告書の知事及び関係市⏫村長の送付 

エ 㸯．㸦㸯㸧～㸦㸳㸧示す事後調査係る手続 

オ 㸲．㸦㸯㸧～㸦㸱㸧示す知事意見等の公表の手続 

㸦㸯㸧環境保全措置ࡢ実施状況㸦事業完了ࡢ࡛ࡲ措置ࡢ状況限ࡿ㸧及び対象事業ࡢ実施状況 

係ࡿ報告書ࡢ作成知事及び関係市⏫村長ࡢ送付 ⇒ 施工状況等報告書㸦四半期ࡈ㸧 

㸦㸰㸧環境保全措置ࡢ実施状況㸦事業完了後ࡢ措置ࡢ状況限ࡿ㸧及び事後調査結果係ࡿ報告 

書ࡢ作成知事及び関係市⏫村ࡢ送付 ⇒ 事後調査報告書㸦原則࡚ࡋᖺ㸯回㸧 

㸦㸱㸧知事ࠊࡣ㸦㸯㸧ࠊ㸦㸰㸧ࡢ報告書ࡢ送付をཷけた場合࠾い࡚ࠊ環境ࡢ保全ࡢたࡢࡵ措置を 

講ࡿࡎ必要ࡀあࡿ認ࠊࡣࡁࡿࡵ事業者対ࡋ当該措置を講ࡼࡿࡎう求ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ

㸦㸯㸧事後調査計⏬書の作成※、公表㸦㸷都府県・11 政௧市࡛導入ࠊ法ࡣ規定ࡋ࡞㸧 

㸦㸰㸧事後調査計⏬書対する知事意見の提出㸦㸴県࡛導入・政௧市ࠊࡋ࡞法ࡣ規定ࡋ࡞㸧 

㸦㸱㸧事後調査報告書の公表㸦41 都道府県・18 政௧市࡛導入ࠊ法ࡣᖹ成 24 ᖺ度ࡽ導入㸧 

㸦㸲㸧事後調査報告書対する審査会の意見聴取㸦33 都府県・13 政௧市࡛導入ࠊ法ࡣ規定ࡋ࡞㸧 

㸦㸳㸧事後調査報告書対する住民意見の聴取㸦㸴道県・㸵政௧市࡛導入ࠊ法ࡣ規定ࡋ࡞㸧 



 

࠙参考ࠚ現行の県条例࠾ける法対象事業対する条例手続の適用㸦条例第 41 条㸧 

 

 

 

 

 

㸲．その他 

実務ୖ行࡚ࡗいࡿୗ記ࡢ手続ࡘい࡚ࠊ根拠を明確ࡿࡍたࡵ条例規定を置くࠋ 

 

 
㸦㸯㸧住民意見対する事業者見解の公表㸦11 都道府県・㸷政௧市࡛導入㸧 

㸦㸰㸧知事㸦政令市長㸧意見の公表㸦㸶都道府県・14 政௧市࡛導入㸧 

㸦㸱㸧関係市⏫村長意見の公表㸦㸳都府県࡛導入㸧 

㸦㸯㸧環境影響評価方法書又ࡣ環境影響評価書準備書対࡚ࡋ知事ࡀ意見を述ࡿ場合ࠊ技術

委員会ࡢ意見を聴くࠋࡇ 

㸦㸰㸧環境影響評価準備書対ࡿࡍ知事意見を述ࡿ場合ࠊ必要応ࠊ࡚ࡌ公聴会を開催ࡿࡍ

 ࠋࡇ


